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第１章 経営戦略策定の目的 

 

１． 策定の目的 
 

水道を取り巻く環境は大きく変化し、人口および水需要の減少に伴う収入減の傾向

が続くことが予想されています。また、東日本大震災などの大規模地震の発生を踏ま

えた災害への対策として、水道事業創設期に建設された老朽化した施設および管路等

の更新、耐震化への取り組みが求められています。 
これらの更新および耐震化に係る事業には多大な費用が必要ですが、水道料金収入

の減少が予想され、地方公営企業法に基づく独立採算の原則（水道事業の対価である

料金収入によって維持される）を持続させることは、ますます厳しいものになること

が予測されます。 
このような状況のなかで、平成２５年３月に厚生労働省は「新水道ビジョン」を公

表しました。「地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道」を基本理念とし、水道

水の安全の確保を「安全」、確実な給水の確保を「強靱」、供給体制の持続性の確保を

「持続」と設定し、これらの３つの視点から、５０年後、１００年後の水道の理想像

を具体的に示し、これを関係者間で共有することとしています。 
本市においても、現状における水道事業の課題を抽出し、将来像（理想像）を実現

するための基本方針を定め、水道事業の着実な運営を目指して、「小美玉市水道事業

水道ビジョン」を策定しました。 
さらに、平成２６年８月の総務省からの通知「公営企業の経営に当たっての留意事

項について」に示されている経営戦略は、各公営企業が将来にわたって安定的に事業

を継続していくための中長期的な経営の基本計画です。 
小美玉市水道事業水道ビジョンの将来像（理想像）を実現するため、中長期的な視

点から経営の健全化に取り組み、安定した事業の継続を可能にすることを目的に経営

戦略を策定します。 
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２． 経営戦略の位置付け 
 

   本経営戦略は、「小美玉市第２次総合計画」を構成する個別計画のひとつであり、

今後の 10 年間における経営の基本的な考え方や投資・財政計画を示したものです。

また、総務省からの通知「公営企業の経営に当たっての留意事項について」、で策定

を要請されている経営戦略として位置付けます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２－１ 経営戦略の位置付け 
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小美玉市経営戦略 
（小美玉市水道事業水道ビジョン） 

小美玉市公共施設等 
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（2016〜2035） 

小美玉市まち・ひと・しごと創⽣人口ビジョン 

（2015〜2060） 

小美玉都市計画区域 

マスタープラン 

（2010〜2027） 
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３．計画期間 
 
 
 
 

総務省が示す「経営戦略」における「計画期間」に関する基本的な考え方は、事業

の特性、個々の団体・事業の普及状況、施設の老朽化状況、経営状況等を踏まえて、

１０年以上の合理的な期間を設定することが必要としています。 

市の最上位計画である「小美玉市第２次総合計画」は、計画期間を２０１８年度（平

成３０年度）から２０２７年度（令和９年度）の１０年間としています。 

今回策定する経営戦略は、小美玉市水道事業水道ビジョンと同時期に作成するもの

で、市の最上位計画との整合性を考慮し、２０１８年度（平成３０年度）までの実績

値を検討資料として、２０２０年度（令和２年度）～２０２９年度（令和１１年度）

の１０年間とします。また、経営状況等の変化に対応するため随時フォローアップを

行い、必要に応じ見直しを行います。 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

          

※ 社会情勢の変化に柔軟に対応し、必要に応じて改定・見直しを実施します。 

 

図１－３－１ 経営戦略の計画期間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

最 終 年 度 

計画期間：２０２０年度（令和２年度）～２０２９年度（令和１１年度） 
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第２章 水道事業の現状と課題 

 

１．水需要 
 

（１）給水の状況 

小美玉市水道事業は、平成１８年３月２７日に２町１村（小川町、美野里町、玉

里村）が合併し小美玉市が誕生したことにともない、平成２１年４月１日、水道料

金の統一と事業効率化を図るため、小川地区水道事業と美野里地区水道事業が統合

され「小美玉市水道事業」が認可創設されました。 
平成２１年統合時の給水人口は４４,８７６人でしたが、平成３０年度末の給水人

口は４０,０００人程度になっています。 

 

表２－１－１ 給水の状況                   （平成３０年度末） 

地方公営企業法適用 法適用 事業区分 末端給水事業 

計画給水人口 42,900人 現在給水人口  40,173人 

給水区域面積 125.29㎢ 給水人口密度 320.6人/㎢ 
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（２）小美玉市の人口推計 

小美玉市の将来人口推計は、「小美玉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」や

「国立社会保障・人口問題研究所」があります。人口ビジョンでは、将来さまざま

な施策により人口減の抑制を図ることとしていますが、両推計ともに減少傾向が

継続するものと予測しています。 

 

表２－１－２ 小美玉市の人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  度 2009 
H21 

2018 
H30 

2029 
R11 

2040 
R21 

2060 
R41 

小美玉市の人口（人） 54,158 50,919 48,200 46,000 45,000 
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（３）給水区域内人口および給水人口推計 

小美玉市の給水区域内人口は、平成２１年度をピークとして緩やかな減少が続き、

平成３０年度の給水区域内人口は４１,７９１人で、平成２１年度から３,０８５人

の減少となっています。２０２９年度の給水区域内人口は１,６４４人減少し、４０,
１４７人になる見込みです。 

給水普及率は、平成２８年度まで上昇傾向を示し、平成３０年度に９６.１％の

数値となっています。今後も給水普及率は上昇することが期待され、２０２９年度

には、給水普及率９６.６％、給水人口３８,７８２人と推計します。 

 

表２－１－３ 給水区域内人口および給水人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  度 2009 （H21） 2018（H30）  2029（R11）  2040（R22）  

給水区域内人口（人） 44,876 41,791 40,147 38,414 

給水人口（人） 41,827 40,173 38,782 37,257 

給水普及率（％） 93.2 96.1 96.6 97.0 
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（４）有収水量の推計 

有収水量は、生活用水、業務・営業用水、工場用水、その他用水を合算した水量

です。 

生活用水は、炊事、風呂、トイレ、洗濯等に使用する水量で１人が１日に使用す

る平均給水量は、ほぼ横ばい、あるいは多少の減少と考えられますが、人口減少の

影響が大きいことから減少傾向と推計します。 

 業務・営業用水、工業用水、その他用水についても過去の実績をもとに推計し、

合算した有収水量は減少傾向となります。 

 

（５）給水収益の推計 

有収水量が減少傾向であることから、給水収益も減少傾向になります。 
※供給単価188.5円/㎥で計算（平成３０年度実績） 

人口減少がこのまま続くものとすると、有収水量は更に減少し、給水収益も減少

していくことになります。 

 

表２－１－４ 有収水量と給水収益の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  度 2009（H21） 2018（H30）  2029（R11）  2040（R22）  
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２．水道施設 
 

（１）施設の現状 

本市の施設の状況は下記のとおりです。また、水源は地下水が９８％程度（実績）

を占め、残りを県中央広域水道用水供給事業から受水しています。 

 

表２－２－１ 施設の状況                   （平成３０年度末） 

水  源 地下水98%、受水2％ 施 設 能 力 16,700㎥／日 

浄配水場施設 2箇所 管 路 延 長 542,516ｍ 

配水池設置数 4池（13,100㎥） 施設利用率 69.3％ 

 

（２）浄水場施設の現状 

小美玉市には、浄水場系別に小川地区、美野里地区があります。 

小川地区の水源は、地下水を主として７本の深井戸があり、小川浄水場で原水を

浄水処理した後、配水池に貯水され小川地区へ供給しています。 

美野里地区も水源は地下水を主として第１および第２導水系の１０本の深井戸

があり、美野里浄水場で原水を浄水処理した後、配水池に貯水され美野里地区へ供

給しています。 

小川および美野里浄水場ともに、県中央広域水道用水供給事業から浄水を受水し

ており、日常の稼働に問題はなく安定した現況といえますが、経年使用により建物

や機械・電気設備などの老朽化により、更新時期を迎えているものもあります。 

 

（３）浄水場施設の更新 

    将来にわたり、小川および美野里浄水場の施設を維持するためには、膨大な事業

費が必要となります。本計画では、老朽化した設備を適宜に更新し、安定した水の

供給の実現、災害に強い設備の整備を推進していくものとします。 
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（４）管路の現況 

平成３０年度での水道管延長は、導水管１６.８ｋｍ、配水管５２５.７ｋｍ、 

計５４２.５ｋｍになります。管路の経過年数別延長は以下の表のとおり。 

 

表２－２－２ 管路の経過年数別延長               （平成３０年度末） 

項 目 40 年超 31～40 年 21～30 年 11～20 年 10 年以下 計 

管路延長(ｍ) 12,497  130,905 73,487 225,495 100,132 542,516 

割合(％) 2.3% 24.1% 13.5% 41.6% 18.5% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－１ 年度別配管布設延長（平成３０年度末） 

 

（５）管路の更新 

現在、小川地区では石綿セメント管の更新事業が進められています。今後、１９

７８年以前の水道管が布設後４０年を超えることから、計画的に水道管の更新を進

めていきます。その際には、耐久性および耐震性の高い水道管を布設し、災害に強

い強靭な管路の構築を行います。 

   ・石綿セメント管更新事業（小川地区） 

   ・基幹管路耐震化事業（小川地区、美野里地区） 

   ・導水管更新事業（美野里地区） 
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３．水道事業経営 
 

（１）収益的収支 

平成２６年度に公営企業会計制度の改正 

により、取得した固定資産の減価償却に見 

合う分を長期前受金戻入として収益的収入 

に計上しています。また、みなし償却制度 

の廃止により、減価償却費（支出）が増加 

しています。 

過去５ヶ年の実績をみると収益的収支 

は、毎年度収入が支出を上回っています 

が、損益は下降傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３－３ 収益的収支の現状           

 

（２）資本的収支 

企業債は、平成２７年度から平成２９ 

年度まで借入していませんが、平成３０ 

年度から借入をしています。また、平成 

２８年度より国庫補助金を財源の一部と 

しています。 

支出は、事業を行うため増加傾向に 

   ありますので、資金残高は下降傾向に 

あります。 

図２－３－４ 資本的収支の現状   

771,668 千円（平成 30 年度） 
図２－３－１ 収益的収入 

760,023 千円（平成 30 年度） 
図２－３－２ 収益的支出 
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（３）料金体系 

本市の水道料金は、水道事業統合後に水道料金を統一し、平成２６年４月及び令

和元年１０月の消費税率の引き上げに伴う、水道料金の改定を行い現在に至ってい

ます。 

現在の水道料金は、基本料金３,０８０円（2ヶ月20㎥まで）に超過料金（１㎥ご

とに）を加え、量水器の使用料を加算したものになります。 

水道料金は、給水サ－ビスの対価として水道事業が実施する施設の建設及び改良

に要する経費を補うことが可能なように、必要な時期に適正な水準に定めることが

健全経営につながり好ましいとされています。 

今後、水需要が減少するものと予測され、また施設の老朽化に伴い修繕費や更新

費用は増加していくものと想定されることから、安定的な経営が可能となる料金水

準を改めて検討していくことが必要と考えられます。 

参考までに、近隣水道事業体との料金比較表、経営規模が類似している水道事業

体との料金比較表を掲載します。 

 

    表２－３－１ 小美玉市水道料金表        （令和元年10月1日改定：税込み） 

基本料金（２ヶ月） 従量料金(1 ㎥につき) 量水器使用料 

20m3まで 3,080 円 21m3 ～ 40m3 187.0 円 φ13mm 154.0 円 

41m3 ～ 80m3 220.0 円 φ20mm 286.0 円 

80m3超 ～ 242.0 円 φ25mm 308.0 円 

   

表２－３－２ 近隣水道事業体との料金比較（平成２９年度） 

※条件：口径φ20mm、20 ㎥/月の使用料金（出典：平成２９年度 茨城県の水道） 

 水道事業名 料金（円） 比較（％） 備考 

石岡市 4,771 137  

行方市 4,443 127  

茨城町 4,266 122  

湖北水道 4,222 121 小美玉市玉里地区 

鉾田市（鉾田） 4,212 121  

笠間市（友部） 4,087 117  

小美玉市 3,488 100  

県内最高 5,346 153 八千代町 

県内最低 2,700 77 つくば市 

県内平均 4,121 118  
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表２－３－３ 類型区分（⑤）での料金比較（平成２９年度） 

※給水人口別区分⑤３万人～５万人 

※条件：口径φ20mm、20 ㎥/月の使用料金（出典：平成２９年度 茨城県の水道） 

 

 

（４）組織体制 

本市水道事業に携わる職員は、全職員計９名（令和元年度）の組織構成となって

います。 

 

表２－３－４ 水道職員数の推移 

項  目 H26 年 H27 年 H28 年 H29 年 H30 年 R1 年 

職  員 （人） 8 9 8 8 10 9 

 

  

水道事業名 料金（円） 比較（％） 備考 

坂東市（猿島） 5,340 153  

桜川市 5,184 149  

坂東市（岩井） 4,545 130  

鉾田市（大洋） 4,536 130  

つくばみらい市 4,536 130  

阿見町 4,482 128  

行方市 4,443 127  

下妻市 4,400 126  

常陸大宮市 4,330 124  

かすみがうら市 4,266 122  

常陸太田市 4,217 121  

鉾田市（鉾田、旭） 4,212 121  

小美玉市 3,488 100  

北茨城市 3,348 96  

東海村 3,040 87  
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４．経営指標 

 

経営の現状や課題を的確に把握するため、経営指標を取りまとめ、平成２６年度～

平成３０年度の経営成績と財政状態について全国類似団体平均との比較により財務

状況の把握、分析を行います。 

※1.経営分析は、総務省が公表している小美玉市の経営分析表（2020年2月21日公表）を基 

 としたものです。 

2.類似団体平均は、総務省による分類：給水人口3万人以上5万人未満 

3.小美玉市の類型 

給水形態：末端給水事業、現在給水人口規模：3万人以上5万人未満 

類型区分：ｄ5、給水人口区分：⑤、水源別区分：その他、有収水量密度別区分：未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美野里水道事務所 



第２章 水道事業の現状と課題 

- 14 - 
 

（１）経営の健全性・効率性 

 
 【経常損益】 

①経常収支比率 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
106.95％ 111.43％ 110.17％ 106.39％ 101.68％ 

指標の説明 

費用が経常収益によってどの程度まかなわれているかを示すもので、この比率

が高いほど経常利益率が良いことを表し、100％以上であれば営業的に赤字でな

いことを意味する。 

算定式 経常収支比率＝（経常収益／経常費用）×100 

評 価 

経常収支比率は100%以上であるが、前年度より減少した要因は経常費用の職員

増員に伴う人件費用と減価償却費用が増加したためであり、類似団体平均値と比

べても低くなっている。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 
 
 
 

【112.83】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 106.95 111.43 110.17 106.39 101.68

平均値 109.04 109.64 110.95 110.68 110.66

①経常収支比率（％）

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

112.00

114.00
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 【累積欠損】 
②累積欠損金比率 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

0％ 0％ 0％ 0％ 0％ 

指標の説明 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰

越利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累積した損失の

こと）の状況を表す指標である。0%が求められる。 

算定式 累積欠損金比率＝（累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×100 

評 価 累積欠損金が生じることなく、累積欠損金比率0％を維持している。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 

 
 
 
 
 
 

【1.05】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 3.77 3.62 3.91 3.56 2.74

②累積欠損金比率（％）

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50
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 【支払能力】 
③流動比率 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
360.25％ 453.71％ 415.06％ 355.21％ 277.37％ 

指標の説明 

短期的な債務への支払能力を表す指標。流動資産（1年以内に現金化すること

のできる資産）と流動負債（1年以内に支払うべき債務）の比率であり、高い方

が良い。 

算定式 流動比率＝（流動資産／流動負債）×100 

評 価 
前年度より流動比率が減少した要因は、建設工事費が増加したことにより内部

留保資金を取崩したためである。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 

 
 
 
 
 
 

【261.93】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 360.25 453.71 415.06 355.21 277.37

平均値 382.09 371.31 377.63 357.34 366.03

③流動比率（％）
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 【債務残高】 
④企業債残高対給水収益比率 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
850.22％ 815.40％ 788.80％ 750.53％ 754.28％ 

指標の説明 
企業債残高の規模を表す指標であり、水道料金による収入（給水収益）に対す

る企業債残高の割合で、低い方が良い。 

算定式 企業債残高対給水収益比率＝（企業債残高／給水収益）×100 

評 価 

類似団体平均値を大きく上回っているのは、建設工事費の財源不足を企業債か

ら継続的に借入していることが要因となっている。今後は料金改定などにより財

源不足を解消し、収支バランスのとれた経営に改善する必要があると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 
 

 

 

 

 

 

【270.46】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 850.22 815.40 788.80 750.53 754.28

平均値 385.06 373.09 364.71 373.69 370.12

④企業債残高対給水収益比率（％）
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 【料金水準の適切性】 

⑤料金回収率 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
104.62％ 109.46％ 107.95％ 104.34％ 99.20％ 

指標の説明 
１㎥あたりの給水に係る費用（給水原価）を１㎥あたりの給水収益（供給単

価）でどの程度賄えているかを表す指標であり、高い方が良い。 

算定式 料金回収率＝（供給単価／給水原価）×100 

評 価 

経常費用の増額に伴い給水原価が供給単価を上回ったことが前年度より減少し

た要因となった。今後は料金改定などにより収支バランスの均衡を図り、経営改

善に努めていく必要があると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 

 
 
 
 
 
 

【103.91】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 104.62 109.46 107.95 104.34 99.20

平均値 99.07 99.99 100.65 99.87 100.42

⑤料金回収率（％）
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 【費用の効率性】 
⑥給水原価 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
179.74円 171.81円 174.47円 180.56円 190.01円 

指標の説明 
有収水量１㎥あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標で

ある。低い方が良い。 

算定式 
給水原価＝経常費用－（受託工事費＋材料及び不良品売却原価＋附帯事業費） 

－長期前受金戻入／年間総有収水量 

評 価 
前年度より経常費用が増加したため類似団体平均値より高くなったものと考え

られる。引続き水道普及促進と併せて経常費用節減等の経営改善を努めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 
 

 

 

 

 

【167.11】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 179.74 171.81 174.47 180.56 190.01

平均値 173.03 171.15 170.19 171.81 171.67

⑥給水原価（円）
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 【施設の効率性】 

⑦施設利用率 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
69.08％ 70.04％ 69.98％ 69.58％ 69.27％ 

指標の説明 
施設の利用状況や適正な規模を判断する指標であり、施設の一日の配水能力に

対する一日平均配水量の割合を表すもので高い方が良い。 

算定式 施設利用率＝（一日平均配水量／一日配水能力）×100 

評 価 
施設利用率は類似団体平均値と比較しても高い状態を維持しているが、適切な

施設規模を長期的な視野で検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 
 

 

 

 

 

 

【60.27】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 69.08 70.04 69.98 69.58 69.27

平均値 58.58 58.53 59.01 60.03 59.74

⑦施設利用率（％）
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 【供給した配水量の効率性】 

⑧有収率 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
85.46％ 85.03％ 84.95％ 86.17％ 86.44％ 

指標の説明 
施設の効率性を表す指標であり、施設が供給した総配水量のうち料金収入など

の対象となった有収水量の割合を表すもので高い方が良い。 

算定式 有収率＝（年間総有収水量／年間総配水量）×100 

評 価 
H28年度以降から古い水道管の布設替工事を順次進めてきた効果により、H29年

度からは類似団体平均値の水準を超え有収率の改善が図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 
 

 

 

 

 

 

【89.92】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 85.46 85.03 84.95 86.17 86.44

平均値 85.23 85.26 85.37 84.81 84.80

⑧有収率（％）

83.50

84.00

84.50

85.00

85.50

86.00

86.50

87.00
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（２）施設の老朽化の状況 

 

 【建設全体の減価償却の状況】 

①有形固定資産減価償却率 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
38.69％ 40.12％ 41.14％ 41.25％ 41.24％ 

指標の説明 
有形固定資産（水道施設・設備）の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指

標であり、100％に近いほど保有資産が耐用年数に近づいていることを示す。 

算定式 
有形固定資産減価償却率＝（有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち

償却対象資産の帳簿原価）×100 

評 価 

古い水道管等施設の更新を継続しているためほぼ横ばいに推移し、類似団体平

均値よりも下回っており良好である。なお、今後はさらに計画的な更新投資に必

要な財源を確保していくことが課題になると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 
 

 

 

【48.85】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 38.69 40.12 41.14 41.25 41.24

平均値 44.31 45.75 46.90 47.28 47.66

①有形固定資産減価償却率（％）
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 【管路の経年化の状況】 

②管路経年化率 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

指標の説明 
法定耐用年数を超えた管路延長の割合を表す指標であり、高いほど老朽化が進

んでいることを示す。 

算定式 管路経年化率＝( 法定耐用年数を経過した管路延長／管路延長 )×100 

評 価 

創設時に布設された水道管は、更新工事によって経年管は少ない状況にある。

実際の老朽化の状態を把握し、優先順位を的確に把握した上で、計画的に更新を

行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 
 

 

 

 

 

 

【17.80】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 10.09 10.54 12.03 12.19 15.10

②管路経年化率（％）
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 【管路の更新投資の実施状況】 

③管路更新率 

実績値 
平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
0.69％ 0.31％ 0.82％ 1.01％ 1.66％ 

指標の説明 
当該年度に更新（布設替え）を行った管路延長の割合を表す指標であり、管路

の更新のペースの状況を把握できる。 

算定式 管路更新率＝（ 更新された管路延長／管路総延長 ）×100 

評 価 

管路更新率はH28年度より国庫補助事業を活用して継続的に更新投資した結

果、H30年度では類似団体平均値を大きく上回る値になったが、法定耐用年数を

経過する管路は年々増加していくため、計画的な更新投資に必要な財源を確保し

ていくことが課題になると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 グラフ凡例  

■ 当該指標値（当該値） 

－ 類似団体平均値（平均値） 

【 】 平成 29 年度全国平均値 

 
 

 

 

 

 

【0.70】

H26 H27 H28 H29 H30

当該値 0.69 0.31 0.82 1.01 1.66

平均値 0.60 0.56 0.61 0.51 0.58

③管路更新率（％）
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【水道事業の現状と課題の分析結果】  

☆ 料金収入の対象となる有収水量は、給水人口の減少や節水型社会の進展によ

り減少し、収益が増加しない状況にあります。 
 
☆ 既存水道施設および管路等の老朽化が進行しています。安定した水の供給や

災害に強い水道を整備するためにも、耐震化の推進が求められています。 
 
☆ 建設工事費の財源を企業債から継続的に借入しているため残高は大きい状況

にあります。しかし、水道料金は近隣の水道事業や同規模の水道事業と比較し

て低料金となっています。これからは、企業債の抑制とあわせて適正な料金の

見直しが必要となります。 
 
☆ 経年劣化した設備や管路は増加することから、更新への投資は増大していく

ことになります。実際の老朽化状態を把握し、重要性に配慮して優先順位を決

め、事業の平準化と財源の確保を両立させ計画的に行っていきます。 
 
☆ 運営体制のあり方を中長期的に計画し、水道施設を効率的に管理するととも

に持続可能な水道事業経営を行っていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小川浄水場 配水池 
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第３章 経営戦略の基本方針 

 

１．基本方針 

 

小美玉市水道事業の経営戦略としての基本方針は、小美玉市水道事業水道ビジョンで

定めた将来像（理想像）「信頼を次世代につなぐ水道」として、「安全」、「強靭」、

「持続」の３つの視点から、さまざまな課題を解決し、安定的な事業運営を行っていき

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－１－１ 小美玉市水道事業の将来像（理想像） 
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第４章 経営健全化に向けた取組み 

 

１．施設の統廃合と縮小に関する事項 

 

１） 安全で安定した給水を行うために耐用年数を考慮し、実際の老朽化の状態を把握

した上で、計画的に老朽化施設の更新を行います。 

２） 給水人口の減少等により給水量の減少が予想されることを踏まえ、維持管理の効

率化、施設利用率の向上、管理費用の低減を図るため、浄水場施設の縮小を検討し

ます。 

３） 小美玉市水道事業は、小川地区水道事業と美野里地区水道事業が統合され、水道

料金の統一と業務の効率化を図ってきましたが、水道施設としての相互連携やバッ

クアップ体制には検討の余地があります。今後、小美玉市水道事業の目指すべき方

向性や、水道施設に求められる機能および規模を考慮し、小川浄水場と美野里浄水

場の相互バックアップ（連絡管等）を検討し、災害に強い運営基盤の強化に努めま

す。 

 

２．財源に関する事項 

 

既存の水道施設の耐震化や更新、また新設の水道管布設事業などにより建設改良費

が増加し、内部留保資金が減少していくことから資金管理に影響が出る可能性があり

ます。投資計画に沿った資金運用を行い、補助金等の確保に努めるとともに、企業債

を計画的に財源に組み入れていきます。また、有収水量の推移から適正な料金収入を

見込むとともに、料金回収率の向上に努めます。 

 

３．民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 

 

公共の福祉の観点からは、水道事業の基幹的業務は引き続き水道事業者が責任を持

って効率的に実施していくことが求められます。現在、検針業務、収納業務、水質検

査等は、個別委託を行っており、浄水場等の運転管理や点検業務等の施設管理は、民

間への包括委託で行っています。今後も先進事例の研究をしながら、近隣の事業体の

動向を注視しつつ調査・検討を進め、より効率的で、より良いサービスが提供できる

よう改革をしていきます。  
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４．情報公開に関する事項 

 

水道事業運営への理解や透明性の確保の観点から、ホームページ等を利用した情報

公開に努めます。 

今後も、提供する情報とその内容を充実させることを前提に、内容の見直しや事後

検証に取り組んでいきます。 

 

５．広域化に関する事項 

 

水道事業は、市町村運営、独立採算が原則となっていますが、運営基盤の強化を図

るための効率化という観点から、本市においても広域連携については柔軟に対応して

いきます。 

 

６．組織等に関する事項 

 

小美玉市の水道を担当する部署は、全職員数９名（令和元年度）により業務、管理

が一体となって事業運営の効率化を図っています。また、水道施設の運転管理等や料

金徴収の外部委託化（業務委託）など、効率的な運営管理に努めています。 

人事異動等による水道事業経験年数の変動はありますが、日常の施設管理を適切に

行い、経年劣化する水道施設の更新・耐震化を着実に進めるとともに、技術職員の確

保と育成に取り組みます。 

さらに、職員の意欲を向上させ、持続可能な組織を構築するため、研修会への参加

など水道事業に関する技術習得、資質の向上に努め、計画的で効果的な人材の育成お

よび専門知識や技術の継承に取り組みます。 
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第５章 投資・財政計画 

 

１．投資計画 

 

    年間事業費を設定するため、参考として年平均更新費用を算定します。水道施

設の電気及び機械設備と耐震管以外の配管を対象とし、標準耐用年数で年平均

9.7億円、標準耐用年数×1.5倍で年平均6.4億円、水道施設は標準耐用年数×1.5

倍で配管は100年とした場合は年平均4.5億円となります。 

 

（１）水道施設更新事業費 

    年間事業費を２億円程度と設定します。 

電気及び機械設備の不具合は広範囲の断水になることを考慮し、適切な維持管

理を行い標準耐用年数の1.5倍を目安に更新とします。 

 

（２）配管更新事業費 

    年間事業費を２～４億円程度と設定します。 

配管の年平均更新費用の削減に努め、重要度の高い基幹管路や老朽化した路線

を整備していきます。 

 

（３）総事業費 

総事業費は、年間６億円程度に設定します。 

 

   表５－１－１ 標準耐用年数 

名称 
更新費用 

（千円） 

標準耐用年数 

（年） 

年平均更新費用 

（千円） 

水道施設（電気及び機械） 5,230,000 20 261,500 

配管 28,388,000 40 709,700 

計   971,200 

表５－１－２ 標準耐用年数×1.5倍 

名称 
更新費用 

（千円） 

標準耐用年数×1.5倍 

（年） 

年平均更新費用 

（千円） 

水道施設（電気及び機械） 5,230,000 30 174,333 

配管 28,388,000 60 473,133 

計   647,466 
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表５－１－３ 標準耐用年数×1.5倍（配管は100年） 

名称 
更新費用 

（千円） 

標準耐用年数×1.5倍 

（年） 

年平均更新費用 

（千円） 

水道施設（電気及び機械） 5,230,000 30 174,333 

配管 28,388,000 100 283,880 

計   458,213 

   ※更新費用には、調査設計費用は含まない。 

 

２．財政計画 
 

    投資計画を実現するためには、投資と財源が均衡する必要があります。主な財

源としては、国庫補助金、企業債、内部留保資金、給水収益になります。 

 

（１）国庫補助金 

    水道施設の更新は、国庫補助対象事業にならないため、補助金を見込まないも

のとします。配管については、小川地区石綿管更新事業（補助率1/2）、基幹管路

更新事業（補助率1/4）について補助金を見込みます。 

 

（２）企業債 

    事業費の90％を借入するとして、償還期間30年（内5年間元金償還据置）、年利

率0.4％（直近実績）とします。 

 

（３）内部留保資金 

    水道事業を安定して運営するため、３億円程度を確保とします。 

 

（４）給水収益 

    水道事業を継続するためには、水道施設を適切に維持し更新する必要があり、

その財源となる給水収益については、全国的に給水料金の値上げが問題になって

います。 

本計画では、財源不足が生じるおそれがある場合には、他財源で補うことを視

野に入れ、料金改定の検討時期を模索していきます。 
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（５）収益的収支 

    収益的収入は減少傾向が続きます。また、収益的支出は増加傾向にあるため、

令和７年度には赤字となります。このことは、料金改定について水道審議会等で

論議を進める段階にあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－２－１ 収益的収支と損益の推計 

 
（６）資本的収支 

    資本的収入は、国庫補助金を財源の一部としています。また、資本的支出は水

道事業を継続していくための建設改良費、企業債償還金等です。 
    資金残高（内部留保資金）は、３億円程度を確保しています。 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－２－２ 資本的収支と資金残高の推計 
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（７）企業債 

    過去の投資により企業債残高は５０億前後を推移していく状況になります。 
令和７年度頃より企業債償還金と資金残高が近接していきます。また、企業債

を借り入れることにより償還額も増加していくため、今後の水道事業経営を圧迫

することのないように留意が必要です。 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－２－３ 企業債と資金残高の推計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安全・安心なおいしい水 小美玉市 
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収
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損
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収
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・
資

本
的

収
支

（
単
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：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
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2
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年

度
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度
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分
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見
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．

2
5
0
,0

0
0

3
6
0
,0

0
0

1
8
0
,0

0
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第６章 計画の点検と進捗管理 

 

１．計画の点検と進捗管理 
 
    「小美玉市水道事業水道ビジョン」と同様にＰＤＣＡサイクルを活用し、毎年

度、経営分析表で掲げた各種指標の数値を分析し、「安定的な事業運営の確立」

に向けて取り組みが進められているかを評価します。 

進捗管理は、各施策の実施状況や経営状況など社会情勢の変化等により計画と

実績との乖離が著しい場合は、必要に応じて事業手法の見直し等について検討を

行い、必要な改善策を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１－１ 事業推進のＰＤＣＡサイクル 

計画の⾒直し 
事業への反映  

情報の収集 

収益的収支及び 
資本的収支の整理 

投資及び 
財政計画 

計画の策定(Plan)

・ビジョン、目標の設定

・基本計画の策定

事業の推進(Do)

・経営の管理

目標達成状況の確認(Check)

・事後評価

・経営状況の把握

改善の検討(Action)

・未達成目標の対処

・新たなニーズの把握

○PDCAサイクル 
Plan（計画）･･･････････ 従来の実績や将来の予測などをもとにして事業計画を作成する。 
Do（実⾏）････････････ 計画に沿って業務を⾏う。 
Check（点検・評価）･･･ 業務の実施が計画に沿っているかどうか確認する。 
Action（改善）･････････ 実施が計画に沿っていない部分を調べて処置する。 

事業推進のＰＤＣＡサイクル 



参考資料 

参 考 資 料 

・資料１ 基本計画策定から小美玉市水道事業経営戦略策定までの経過

・資料２ 小美玉市水道事業審議会条例等

・資料３ 小美玉市水道事業審議会委員名簿

・資料４ 小美玉市水道事業の運営に関する重要事項について（諮問）

・資料５ 小美玉市水道事業の運営に関する重要事項について（答申）

・資料６ 用語の説明



基本計画策定から小美玉市水道事業経営戦略策定までの経過 

 

１．アセットマネジメント（資産管理）・更新計画等策定 

（小美玉市水道事業水道ビジョン・水道事業経営戦略作成に向けた基本計画） 

・実施期間 平成 29 年 7 月 12 日 ～ 平成 30 年 10 月 31 日 

・計画内容 

水道施設台帳，更新計画，アセットマネジメント（資

産管理）を作成し，水道資産の現状と今後４０年間の中

長期更新計画に伴う財源確保の両面から「投資・財政計

画」を検討 

 

２．小美玉市水道事業審議会審議 

（小美玉市水道事業水道ビジョン・水道事業経営戦略策定の経過） 

回 開催年月日 審議内容 
第 1 回 令和元年 

7 月 10 日 
1．島田市長より小美玉市水道事業の運営に関する重要事

項について水道事業審議会へ諮問 
2．小美玉市水道事業水道ビジョン策定について 
 （水道ビジョン策定の目的，小美玉市水道事業の沿革，

水道事業の現状及び課題） 
3．小美玉市水道事業経営戦略策定について 
 （経営戦略策定の目的，経営の現状と課題，計画期間） 

第 2 回 令和元年 
8 月 22 日 

1．小美玉市水道事業水道ビジョン策定について 
 （将来像の設定） 
2．小美玉市水道事業経営戦略策定について 
 （経営の基本方針，有収水量と給水収益，今後の配管整

備概算事業費，料金体系，経営の方向性） 
第 3 回 令和元年 

11 月 25 日 
1．小美玉市水道事業水道ビジョン策定について 
 （事業化計画，進行管理） 
2．小美玉市水道事業経営戦略策定について 
 （経営健全化に向けた取組み，投資・財政計画，計画の

点検と進捗管理） 
第 4 回 令和 2 年 

2 月 13 日 
1．パブリックコメント実施結果について 
2．小美玉市水道事業の運営に関する重要事項についての

答申（案）について 
令和 2 年 2 月 20 日  白井会長・松本副会長より島田市長へ答申 

 

資料１



○小美玉市水道事業審議会条例

平成18年３月27日 

条例第148号 

(設置) 

第１条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の４第３項の規定に基づき，小美

玉市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第２条 審議会は，市長の諮問に応じ，小美玉市水道事業の運営に関し必要な調査

及び審議を行いこれを答申するものとする。 

(組織及び委員の委嘱) 

第３条 審議会の委員は，12人をもって組織し次に掲げるもののうちから市長が委

嘱する。 

(１) 水道使用者 ６人

(２) 市議会議員 ４人

(３) 識見を有する者 ２人

(任期) 

第４条 委員の任期は４年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠委員の

任期は，前任者の残任期間とする。委員の再任はこれを妨げない。 

(会長及び副会長) 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその

職務を代理する。 

(会議) 

第６条 審議会は，会長が招集し会長が会議の議長となる。 

２ 審議会は，委員の定数の半数以上の出席で成立するものとする。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは議長の決

するところによる。 

(事務) 

第７条 審議会の事務は，水道局で行う。 

(委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか，審議会の議事及び運営等に関し必要な事 

項は，市長が定める。 

附 則 

この条例は，平成18年３月27日から施行する。 

資料２



○小美玉市水道事業審議会規程

平成18年３月27日 

水道事業管理規程第２号 

(趣旨) 

第１条 この規程は，小美玉市水道事業審議会条例(平成18年小美玉市条例第148号。

以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。 

(会議の招集) 

第２条 会長は，市長から諮問があったとき又は委員の半数以上から調査及び審議

すべき事件を示して招集の請求があったときは，速やかに審議会を招集しなけれ

ばならない。 

２ 会長は，審議会を招集するとき市長に通知しなければならない。 

３ 条例施行後初の審議会及び会長，副会長が同時に欠けたときは，市長が招集す

るものとする。 

(臨時会長) 

第３条 条例施行後初の審議会及び会長，副会長が同時に欠けたときの会務は，会

長，副会長が互選されるまでの間年長の委員がその職務を行うものとする。 

(市長等の出席) 

第４条 会長は，必要に応じて，市長以下関係職員の出席を求め意見を聴取するこ

とができるものとする。 

(答申等) 

第５条 会長は，第２条第１項の規定により審議会を招集したときは，市長にその

結果について速やかに答申又は報告するものとする。 

(議事録) 

第６条 審議会の議事については，議事録を作成し会長の指名した２人の委員がこ

れに署名しなければならない。 

２ 議事録には，次に掲げる事項を記載するものとする。 

(１) 会議の日時及び場所

(２) 出席及び欠席委員の氏名並びに出席職員等の氏名

(３) 議題

(４) 議事の概要

(５) その他必要事項

(その他) 

第７条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，会長が定める。 

附 則 

この規程は，平成18年３月27日から施行する。 
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任期：令和元年7月～令和5年6月

氏　名 区　分 備 考

1 柴 田 千 青 水 道 使 用 者

2 日 下 玲 子 水 道 使 用 者

3 三 輪 野 裕 夫 水 道 使 用 者

4 近 藤 貞 夫 水 道 使 用 者

5 松 本 栄 子 水 道 使 用 者 副会長

6 皆 藤 和 子 水 道 使 用 者

7 笹 目 雄 一 市 議 会 議 員

8 石 井 旭 市 議 会 議 員 任期：令和元年12月から

9 市 村 文 男 市 議 会 議 員

10 島 田 清 一 郎 市 議 会 議 員 任期：令和元年12月から

11 本 田 理 識見を有する者

12 白 井 福 夫 識見を有する者 会 長

藤 井 敏 生 市 議 会 議 員 任期：令和元年11月まで

木 村 喜 一 市 議 会 議 員 任期：令和元年11月まで

小美玉市水道事業審議会委員名簿
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小美玉水道第７２号 
令和元年７月１０日 

 
 
小美玉市水道事業審議会 会長 様 

 
 

小美玉市水道事業 
小美玉市長 島 田 穣 一 

 
 

小美玉市水道事業の運営に関する重要事項について（諮問） 
 
 
 小美玉市水道事業審議会条例（平成 18 年３月 27 日条例第 148 号）第２条の

規定に基づき，下記の事項について貴審議会に諮問いたします。 

 
 

記 
 
 

１．小美玉市水道事業水道ビジョンの策定について 
 
２．小美玉市水道事業経営戦略の策定について 
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答 申 書 
 

小美玉市水道事業の運営に関する重要事項について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 2 年 2 月 20 日 
 
 

小美玉市水道事業審議会 
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令和２年２月２０日 
 
 小美玉市水道事業 
小美玉市長 島田 穣一 様 

 
 

小美玉市水道事業審議会 
会 長    白井 福夫 

 
 

小美玉市水道事業の運営に関する重要事項について（答申） 
 
 
 令和元年７月 10 日付小美玉水道第 72 号で諮問のありました，下記の２つの

重要事項について，当審議会において慎重に審議した結果，その内容は妥当な

ものと認め，別紙のとおり答申いたします。 

 
 

記 
 
 

１．小美玉市水道事業水道ビジョンの策定について 
 
２．小美玉市水道事業経営戦略の策定について 
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別紙 
 
 当審議会では，令和元年７月 10 日付小美玉水道第 72 号で諮問のあった「小

美玉市水道事業水道ビジョン」並びに「小美玉市水道事業経営戦略」の策定に

あたりそれぞれの案について，４回にわたり会議を開催し，上水道利用者及び

水道事業経営の視点から，慎重に審議した結果，その内容は妥当なものと認め，

下記の意見を付して答申いたします。 
 
 

記 
 
 
１．「小美玉市水道事業水道ビジョン（案）」について 

 水道事業は，市民の健康な生活や地域の活発な産業活動を支える社会基盤の

一つであり，将来においても安全でおいしい水を安定的に供給し続けることが

求められ，その使命を果たしていく必要があります。 
小美玉市水道事業は，平成 18 年３月 27 日に旧小川町，旧美野里町及び旧玉

里村が合併したことに伴い，平成 21 年４月１日に小川地区と美野里地区の水道

事業が統合されました。 
上水道事業創設期から約 50 年以上が経過した現在，施設，管路等の老朽化が

進むなど更新需要拡大への対応が求められるなか，給水人口の減少や節水型社

会の進展による給水量の減少から給水収益は減収傾向にあり，将来の水道事業

運営における財政収支への影響が課題になっております。 
 さらに，平成 23 年３月に発生した東日本大震災を機に，地震等災害に対して

安全で強靭な水道施設の実現が求められているところでもあります。 
 このような状況から，水道事業の安定性かつ持続可能性を実現するため，水

道施設事業や事業経営の目指すべき方向性を示した「小美玉市水道事業水道ビ

ジョン（案）」の内容は妥当であると判断します。 
なお，「小美玉市水道事業水道ビジョン」の計画期間として，令和２年度から

10 年間が見込まれておりますが，社会情勢の変化等を踏まえ目標の達成状況や

取り組みの進捗状況について，適宜見直し検討を行うとともに，「小美玉市水道

事業水道ビジョン」の目標達成に掲げられた施策が着実に実施されることを期

待します。 
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２．「小美玉市水道事業経営戦略（案）」について 

水道を取り巻く環境は大きく変化し，小美玉市水道事業においても，今後見

込まれる長期的な給水人口減少等を要因とする水需要の減少に伴う給水収益の

増加が見込めない非常に厳しい財政状況となってきております。 
加えて水道事業創設期に建設された施設，管路等の老朽化による更新費用の

増加が見込まれることから，計画的な経営を行うことにより，将来にわたり安

全で持続可能な水道水を安定的に供給していくことが強く求められています。 
 このような状況の中，「小美玉市水道事業水道ビジョン（案）」の将来像（信

頼を次世代につなぐ水道）を実現するため，「安全」，「強靭」，「持続」の３つの

視点から将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の

基本計画として，必要な更新事業の着実な実施とその財源確保に向けた事業収

支計画のもと，今後 10 年間にわたって健全な経営を維持するための「投資・財

政計画」が具体的に示された「小美玉市水道事業経営戦略（案）」の内容は妥当

なものと認められます。 
 一方で，経営に係る財源確保の観点から思料すると，平成 21 年 1 月の水道料

金改定（消費税及び地方消費税分の改定を除く）から 10 年を経過する現状の料

金体系では，必要な資金確保が難しいと判断せざるを得ません。 
 水道は，市民生活等に欠かすことのできないライフラインとして，将来にわ

たって安全･安心な水の供給を安定的に行なうことが責務であり，老朽化した施

設を着実に更新し，施設の停止等により，水道供給サービスが途絶えることが

ないようにしなければなりません。 
 こうしたことから，健全な経営を安定して維持していくため，積極的な費用

削減に努める一方で，独立採算の原則から施設更新等に要する資金については，

適切な料金設定により確保すべきと考えますので，速やかに料金改定に向けた

検討を行うよう要望します。 
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・用語の説明（経営戦略）

No. 用　　語 解　　　説

 あ 行

1 営業外収益 　主たる営業活動以外の財務活動から生じる収入のこと。

2 営業外費用
　主として、金融財務活動に要する費用および事業の経営的活動以
外の活動によって生じる費用のこと。

3 営業収益
　主たる営業活動として行う財貨およびサービスの提供の対価とし
ての収入のこと。

4 営業費用 　主たる事業活動に伴って生じる費用のこと。

 か 行

5 給水管
　各使用者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた水
道用の管のこと。

6 給水区域
　茨城県知事の認可を受け、一般の需要に応じて給水を行うことと
した区域のこと。

7 給水区域内人口
　茨城県知事の許可を受け、一般の需要に応じて給水サービスを行
うこととした区域内の居住人口のこと。

8 給水人口 　給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口のこと。

9 給水普及率 　給水区域内の給水を受けている人口の割合のこと。

10 給水原価
　有収水量１㎥当たりについて、どれだけの費用がかかっているか
を表す。

11 給水収益
　水道事業会計における営業収益の一つで、公の施設としての水道
施設の使用について徴収する使用料のこと。

12 給水量 　給水区域内に給水する水量のこと。

13 供給単価
　有収水量１㎥当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表
す。

14 企業債
　地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために
起こす地方債のこと。

15 企業債償還金
　企業債の発行後、各事業年度に支出する元金の償還額または一定
期間に支出する元金償還金の総額のこと。

16 経営戦略
　総務省より策定を要請されている中長期的な視野で地方公営企業
経営に取り組んでいくための基本計画のこと。

17 経常収支
　一事業年度に属する営業収益から営業費用を差引いたものに、営
業外収益および営業外費用を加減したもの。

18 建設改良費
　資本的支出として4条予算に計上される。固定資産の新規取得ま
たはその価値の増加のために要する経費で、経営規模の拡充をはか
るために要する諸施設の建設設備などのためのもの。

19 減価償却費 　特定の年度の費用とされた固定資産の減価額のこと。

20 原水 　浄水処理する前の地下水のこと。

21 工事負担金
　開発行為者や他企業などから依頼を受けて、当該事業の施設工事
を行う場合に、その工事に係わる負担として依頼者から収納する金
銭的給付のこと。

22 国庫補助金
　水道事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用
の一部を交付するもの。

資料６



・用語の説明（経営戦略）

No. 用　　語 解　　　説

 さ 行

23 支払利息
　営業外費用の一つで、企業債、他会計からの借入金、一時借入金
等について支払う利息のこと。

24 収益的収支
　企業の経常的経営活動に伴って発生する収入とこれに対応する収
出をいう。給水サービスの対価である料金などの給水収益を含む。

25 資本的収支
　収益的収支に属さない収支のうち現金の収支を伴うもので、主と
して建設改良及び企業債に関する収入及び支出のこと。

26 浄水
　原水を飲料用に供するための適切な処理を行い、水道法に定めら
れた水質基準に適合させた水のこと。

27 水道ビジョン
　厚生労働省より策定を推奨されている持続可能な水道事業を実現
するために取り組むべき事項、方策を提示するもの。

28 石綿セメント管
　セメントにアスベストを混合して製造したコンクリート製の管の
こと。

 た 行

29 耐用年数 　固定資産上の期間および使用できる期間のこと。

30 ダクタイル鋳鉄管（耐震管）
　材料としてダクタイル鋳鉄を使用し、強度や延性を改良した鋳鉄
管である。大きな伸縮量と、離脱防止機構を有する耐震継手を持つ
管(耐震管)が主流となっている。

31 導水管 　原水を取水施設から浄水場まで送る管路のこと。

 な 行

32 内部留保資金
　地方公営企業の補てん財源として使用しうる、企業内部に留保さ
れた資金のこと。

33 認可
　水道事業及び水道用水供給事業を経営するにあたって、水道法に
基づき県知事の許可を要すること。

 は 行

34 配水管
　浄水場や配水池から各使用者までに浄水を送る管路で、給水管に
分岐する役目をもつ。

35 配水池

　給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時
蓄える池のこと。配水池容量は、一定している配水池への流入量と
時間変動する給水量との差を調整する容量、事故発生時にも給水を
維持するための異常時対応容量、消火用水量などを考慮して、一日
最大給水量の１２時間分を標準としている。

36 普及率 　現状における給水人口と行政区域内人口の割合のこと。

 や 行

37 有収水量

　料金徴収の対象となった水量および他会計等から収入のあった水
量のこと。料金水量、他水道事業への分水量、そのほか公園用水、
公衆便所用水、消防用水などで、料金としては徴収しないが、他会
計から維持管理費としての収入がある水量をいう。

38 有収率
　給水量に対する有収水量の割合のこと。有収率の向上は水道事業
経営の向上につながる。

 ら 行

39 料金回収率 　給水原価に対する供給単価の割合のこと。
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